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今月のお知らせ

はいいいえいいえ いいえ

令
和
８
年
度（
令
和
７
年
分
）

所
得
の
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

　

令
和
７
年
分
所
得
の
申
告
相
談

を
、旧
町
域
、行
政
区
ご
と
に
実
施

し
ま
す
。日
程
や
必
要
書
類
な
ど

は
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
各
世
帯
に
配
布
す
る「
令
和
７

年
分
所
得
の
申
告
相
談
に
つ
い
て

（
ご
案
内
）」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
期
間
】２
月
６
日（
金
）～
３
月
16

日（
月
）

【
申
告
書
附
表
】左
記
の「
申
告
の

要
否
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
」で「
申
告

書
附
表
を
提
出
」に
該
当
す
る
人

は
、３
月
16
日（
月
）ま
で
に
、各
申

告
会
場
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民

    

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、

    

登
米
市
に
住
所
が
あ
る

    

税
務
署
や
e
‐
T
a
x
で

    

申
告
す
る

  

令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
収
入
が
あ
る

  

※
非
課
税
収
入（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
失
業
給
付
金
な
ど
）の
み
の
人
は「
い
い
え
」へ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

 

・
国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、

  

介
護
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯

 

・
市
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
世
帯

 

・
所
得（
課
税
）証
明
書
を
必
要
と
す
る
世
帯

  

給
与
か
公
的
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る

  

年
末
調
整
で
届
け
出
た
内
容
の
修
正
や
、

  

新
た
に
追
加
す
る
控
除
が
あ
る

申
告
が
必
要
で
す

●
申
告
の
要
否
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

は
い

は
い

は
い

は
い

い
い
え

い
い
え

い
い
え

はい

こ
こ
か
ら

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

【
申
告
相
談
の
受
付
方
法
】会
場
に

準
備
し
て
あ
る「
受
付
票
」を
記
入

し
、申
告
受
付
時
間
の
目
安
が
記

載
さ
れ
た
番
号
札
を
受
け
取
り
、

指
定
時
間
の
10
分
前
ま
で
に
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い

※
受
け
付
け
で
き
る
の
は
当
日
の

申
告
分
の
み
で
、翌
日
以
降
の
予

約
は
で
き
ま
せ
ん

【
税
務
署
で
の
申
告
が
必
要
な
人
】

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、税
務
署
で
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
▼
青
色
申
告
▼
初
め
て
の

営
業
、不
動
産
の
申
告
▼
過
年
分

（
令
和
６
年
分
以
前
）の
申
告
▼
雑

損
控
除
や
繰
越
損
失
の
適
用
を
受

け
る
人
▼
収
用
以
外
で
土
地
、建

物
な
ど
不
動
産
を
売
却
し
た
人
▼

上
場
株
式
や
先
物
取
引
に
係
る
所

得
の
申
告
▼
利
子
所
得
の
申
告
▼

相
続
税
法
対
象
年
金
の
あ
る
人
▼

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用

を
受
け
る
人（
年
末
調
整
済
を
除

く
）▼
令
和
７
年
１
月
２
日
以
降

に
亡
く
な
っ
た
人
の
代
わ
り
に
申

告
を
す
る
人

【
問
い
合
わ
せ
】総
務
部
税
務
課

（
市
民
税
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
６
３

佐沼税務署 申告書作成会場の開設

【場所】佐沼税務署１階会議室

【開設期間】２月16日（月）～３月16日（月）

【開設時間】午前９時～午後５時

▶土・日曜日、祝日は開設していません

▶スマートフォン（またはパソコン）とマイナン

バーカードを利用して、自宅からe-Taxで24時間

申告することができます。ぜひご利用ください

▶会場での相談を希望する人は、相談枠に限りが

ありますので、LINEによるオンライン事前予約を

お願いします。なお、LINEによるオンライン事前

予約は、国税庁LINE公式アカウントの「友だち追

加」が必要です

▶所得税の確定申告書の作成は、マイナポータル

連携をご利用ください。医療費やふるさと納税な

どの情報を自動で入力することができます

▶会場では、スマートフォンとマイナンバーカー

ドを使用して申告書を作成し、e-Taxで送信（提

出）していただきますので、スマートフォンとマ

イナンバーカードを必ず持参してください

※マイナンバーカードに設定した２種類のパス

ワードと、マイナンバーカードの電子証明書が無

効化されていないか来場前に確認をお願いします

【問い合わせ】佐沼税務署

☎ 0220（22）2501

（音声案内で２番を選択）

申
告
は
不
要
で
す

申
告
は
不
要
で
す

申
告
書
附
表
を
提
出

市
で
の
申
告
は
不
要
で
す

  

登
米
市
で
は
申
告
で
き
ま
せ
ん
。

  

令
和
８
年
１
月
１
日
に
住
所
が
あ
っ
た

  

市
区
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

食
料
品
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
な

ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
が
長
期
化

し
、経
済
的
負
担
が
増
大
す
る
中
、

子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

※
国
の
令
和
７
年
12
月
の
補
正
予

算
の
成
立
に
伴
っ
て
支
給
さ
れ
る

「
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

（
児
童
１
人
に
つ
き
２
万
円
）」と

は
別
の
事
業
で
す

【
基
準
日
】令
和
８
年
１
月
１
日

【
支
給
対
象
世
帯
】
➊
基
準
日
時
点

で
、市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
、

平
成
19
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
18
歳
以
下
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
➋
基
準
日
以
降
に
出
生

届
を
提
出
し
、本
市
を
初
め
て
の

住
所
地
と
し
て
定
め
た
児
童
で
、

令
和
８
年
４
月
１
日
ま
で
に
出
生

し
た
児
童
を
養
育
す
る
人

【
支
給
額
】児
童
１
人
に
つ
き
５
千

円【
支
給
方
法
】
➊（
ア
）基
準
日
に
お

け
る
児
童
手
当
受
給
者（
公
務
員

を
除
く
）に
は
、児
童
手
当
受
給
口

座
に
振
り
込
み
ま
す（
申
請
不
要
）

➊（
イ
）（
ア
）以
外
の
支
給
対
象
者

に
は
、支
給
内
容
や
確
認
事
項
が

記
載
さ
れ
た
案
内
通
知
を
送
付
し

ま
す（
１
月
下
旬
送
付
予
定
）。必

要
事
項
を
記
入
の
上
、２
月
27
日

（
金
）ま
で
に
市
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
➋
各
総
合
支
所
窓
口
で
の
出

生
関
係
手
続
き
と
併
せ
て
申
請
い

た
だ
き
ま
す

【
支
給
時
期
】
➊（
ア
）＝
２
月
10
日

（
火
）支
給
予
定 

➊（
イ
）・
➋
＝
申

請
書
を
受
理
し
た
後
、随
時
支
給

【
問
い
合
わ
せ
】福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
育
て
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

物
価
高
騰
へ
の
生
活
支
援

子
育
て
世
帯
に
給
付
金

　
　
給
付
金
の
支
給
を
装
う

　
　
詐
欺
な
ど
に
注
意

　

市
職
員
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
銀
行
、コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現

金
自
動
預
払
機
）の
操
作
や
、

手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を

求
め
る
こ
と
は
、絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。不
審
な
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、す

ぐ
に
警
察
署
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
医
療
費
助
成
受
給
資
格

者
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

と
め
地
域
サ
ポ
ー
ト
商
品
券

を
配
布
し
ま
す

　

市
で
は
食
料
品
な
ど
の
価
格
高

騰
に
よ
る
市
民
へ
の
生
活
支
援
、

市
内
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、「
と
め
地
域
サ
ポ
ー
ト
商
品

券
」を
配
布
し
ま
す
。

●
と
め
地
域
サ
ポ
ー
ト
商
品
券
の

取
扱
店
を
募
集

　

市
内
に
事
業
所
や
店
舗
な
ど
を

有
す
る
事
業
者
が
登
録
で
き
ま

す
。

※
商
品
券
な
ど
の
詳
細
は
、各
世

帯
に
配
布
し
た
チ
ラ
シ
、市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、各
商
工
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
】産
業
経
済
部
地
域

ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課（
地
域
ビ
ジ
ネ

ス
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
０
６

　

市
で
は
、３
月
２
日
よ
り
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
医
療
費
助
成

受
給
資
格
者
証
と
し
て
、利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、受
診
す
る
際
に

医
療
機
関
へ
紙
の
受
給
資
格
者
証

を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
た

が
、３
月
２
日
以
降
は
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
で
も
医
療
費
助
成
の

受
給
資
格
を
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
医
療
費
助
成
受
給
資
格
者
証
と

し
て
利
用
す
る
場
合
に
は
、マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
で
保
険
証
の
利
用
登

録
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。ま

た
、医
療
費
助
成
受
給
資
格
者
証

と
し
て
使
用
で
き
る
の
は
、医
療

費
助
成
の
受
給
資
格
の
情
報
連
携

に
対
応
済
み
の
医
療
機
関
に
限
り

ま
す
。

【
対
象
の
医
療
費
助
成
】▼
更
生

医
療
▼
療
養
介
護
医
療
▼
肢
体

不
自
由
児
通
所
医
療
▼
子
ど
も

医
療
費
助
成
▼
母
子
・
父
子
家
庭

医
療
費
助
成
▼
障
害
者
医
療
費

助
成

※
紙
の
医
療
費
助
成
受
給
資
格
者

証
は
、引
き
続
き
発
行
し
ま
す

※
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
助
成

お
よ
び
障
害
者
医
療
費
助
成
に
お

い
て
は
、償
還
払
い
に
よ
る
助
成

の
た
め
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
助
成

申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
】

▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課（
障

が
い
福
祉
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

マイナンバー
カードで確認
が可能になり
ます

受給資格者証

国税庁LINE公
式アカウント

市 公 式 ホ ー
ムページ「子
育て（物価高
騰 対 策 給 付
金関係）」

国税庁e-Tax キャラ
クター「イータ君」


